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船舶事故調査報告書 

                            

令和４年２月２日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 令和２年３月１９日 ０７時００分ごろ 

（死亡時刻：３月１９日 １０時１８分） 

発生場所 福島県いわき市小名浜港（６号ふ頭３番） 

 小名浜港第２西防波堤東灯台から真方位３４４°１,５００ｍ付近 

（概位 北緯３６°５６.０′ 東経１４０°５２.８′） 

事故の概要  砂利採取運搬船第十八新幸
しんこう

丸は、積荷役中、乗組員が船倉に転落し

て死亡した。 

事故調査の経過 令和２年１２月４日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

砂利採取運搬船 第十八新幸丸、４９８トン  

１３４２０８、新岡建設海運株式会社 

７０.６３ｍ×１３.５０ｍ×７.００ｍ、鋼 

ディーゼル機関、１,４７１kＷ、平成１１年７月１５日 

 乗組員等に関する情報 船長 ３８歳 

四級海技士（航海） 

 免 許 年 月 日 平成１３年３月１４日 

 免 状 交 付 年 月 日  平成２７年１０月２日 

 免状有効期間満了日 令和３年３月１３日 

甲板員Ａ ７０歳 

 死傷者等 死亡 １人（甲板員Ａ） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過 

 

 本船は、船長及び甲板員Ａほか３人が乗り組み、令和２年３月１９

日０６時００分ごろ小名浜港に着岸して積荷役を開始した。 

本船は、陸上からダンプトラックで埋め立て用石材を船倉内に積載

中、甲板員Ａがクレーン運転員として船首楼甲板に設けられた旋回式

ジブクレーン（以下「本件クレーン」という。）にバランス用ウエイ

トを吊り下げ、適宜、船の傾きの調整を行いながら積荷役が行われて
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いた。  

船長は、０７時００分ごろヒール（船体の横方向の傾き）が直らな

い状況に気付き、本件クレーンの運転室に行ったところ、‘運転室右

側前部の転落防止柵付き通路’（以下「本件通路」という。）が崩落

し、甲板員Ａが約６ｍ下の船倉底部に転落している状況を認め、直ち

に携帯電話で１１９番通報を行った。 

甲板員Ａは、救急車でいわき市内の病院に搬送されたものの、１０

時１８分に死亡が確認され、多発外傷と検案された。 

（付図１ 事故発生場所概略図、付図２ 事故発生場所、付図３ 本

件クレーン機械室平面図、付図４ 本件通路と本件ステーの取付け

位置及び各ステーの腐食及び破断状況、写真１ 崩落した本件通路

の状況、写真２ 崩落した本件通路の設置場所 参照） 

 その他の事項 船長は、３月１７日（本事故の前々日）に本件通路を通った時、異

常は認めなかった。 

本件通路は、Ｌ字形状をした通路で、同通路を支持する目的で‘運

転室前の通路下部に前部ステーが２本、運転室右側の通路下部にサイ

ドステーが１本’（以下「本件ステー」という。）設けられ、それぞれ

下から通路の荷重を支える構造となっており、転落防止用として通路

面から高さ約９０cm のところに手すりが備えられ、総重量は約７０kg

であった。 

前部ステー及びサイドステーは、製作時の荷重支持部分の寸法がそ

れぞれ長さ１２cm厚さ６mm 及び長さ１５cm厚さ６mm であった。 

本件ステー基部の亀裂は、すべて、本件通路のアングルに溶接のた

めの四角い切り欠き部の頂点から発生していた。 

本件ステーは、その断面より、事故発生以前から、前部ステー１本

の基部が破断し、残りの２本の基部についても半分ほど亀裂が生じて

いた状態で、本事故発生時、亀裂が進展して完全に破断したものであ

った。 

本件ステー基部の亀裂等の状況は、本件通路の裏側からでないと確

認しづらい状況であった。 

本件ステー基部は、本船側からの指示がなければ、造船所等におい

て点検及び整備が行われることはなかった。 

本船は、これまで、本件ステーのペンキ塗り等の整備を行っていた

ものの、安全担当者である船長及び乗組員は、本事故発生まで、適切

な点検及び整備を行わなかったので、本件ステー基部の亀裂の状況に

気付いていなかった。 

本件クレーン製作業者によれば、本件通路の崩落の原因は、本件通

路が本件クレーンの付帯構造として製作されてから２０年以上経過

し、腐食により本件ステー基部が亀裂、破断したものと考えられると

のことであった。 
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船員法（昭和２２年法律第１００号）第８１条第１項及び船員労働

安全衛生規則（昭和３９年運輸省令第５３号）第２７条には、船舶所

有者の職務及び権限について次のとおり規定されている。 

船員法 第８１条（安全及び衛生）第１項 

 船舶所有者は、作業用具の整備、船内衛生の保持に必要な設備

の設置及び物品の備付け、船内作業による危害の防止及び船内衛

生の保持に関する措置の船内における実施及びその管理の体制の

整備その他の船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関

し国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。 

船員労働安全衛生規則 第２７条（足場等の安全） 

船舶所有者は、足場及び歩み板は、著しく損傷、変形又は腐し

よくしていない材料を用い、使用の目的に応じた丈夫な構造とし

なければならない。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

 

あり 

あり 

なし 

本船は、本件ステー基部の応力集中部に亀裂が生じ、長期間にわ

たって適切な点検及び整備がされないまま亀裂が進展し、小名浜港に

おいて積荷役中、甲板員Ａが本件通路に立ち入った際、重さに耐えら

れなくなった本件ステー基部が破断に至ったことから、本件通路が崩

落し、甲板員Ａが船倉に転落したことにより死亡したものと考えられ

る。 

本件ステー基部の亀裂は、すべて、切り欠きの頂点が起点となって

いたことから、切り欠きの四角い形状が本事故の発生に関与したもの

と考えられる。 

切り欠き部の四角い形状は、応力集中により亀裂の起点となりやす

く、更に長期間の点検整備の不備があったことから、その亀裂が進展

して破断したものと考えられる。 

船舶所有者が、本件通路が製作から２０年以上が経過していたもの

の、本件ステーの適切な点検及び整備を行っていなかったことは、本

事故の発生に関与した可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、本件ステー基部の応力集中部に亀裂が生じ、長期間にわ

たって適切な点検及び整備がされないまま亀裂が進展し、本船が小名

浜港において積荷役中、甲板員Ａが本件通路に立ち入った際、重さに

耐えられなくなった本件ステー基部が破断に至ったため、本件通路が

崩落し、甲板員Ａが船倉に転落したことにより発生したものと考えら

れる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船舶所有者は、船長を指示して足場等の損傷状況や亀裂の有無を
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確認するため、ハンマーチェック等による定期的な検査を行わせ

ること。 

・本件クレーン製作業者は、本件ステー基部の亀裂の発生と切り欠

きの形状を検証し、切り欠き部を円弧状にするなどの設計変更等

の必要な対策を講じること。 

・安全担当者は、船員労働安全衛生規則に基づき、漏れがないよう

定期的に作業設備及び作業用具の点検及び整備を行うこと。 
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甲板員Ａ転落場所 

本件通路の設置場所 

 

付図２ 事故発生場所 

付図１ 事故発生場所概略図 

事故発生場所 

（令和２年３月１９日 

０７時００分ごろ発生） 

福島県 

いわき市 

小名浜港 

６号ふ頭３番 

小名浜港第２西防波堤東灯台 
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付図３ 本件クレーン機械室平面図 

：機械室 

：運転室 

：本件通路 

：通路 

出入口引戸 

本件通路 

付図４ 本件通路と本件ステーの取付け位置及び各ステーの腐食及び破断状況 

サイドステー 

本事故発生時に 

曲損した箇所 

本事故発生前に 

腐食により破断してい

た箇所 

左側の前部ステー 

右側の前部ステー 

本事故発生時に金属色

の破断面が認められた
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写真１ 崩落した本件通路の状況 

 
前部ステーが取り付

けられていた箇所 

写真２ 崩落した本件通路の設置場所 

 

本件通路を支える各ステーが 

取り付けられていた場所 

（曲損したサイドステー拡大） 

 ＊本事故後に修理のため曲損部

を切断した後の写真 

船倉 

サイドステーが取り付けられて

いた箇所 


